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令和４年７月

栗原市 支援制度に関する情報は、こちらでもご覧になれます。
■栗原市ウェブサイト　　URL　https://www.kuriharacity.jp/

１．中小企業者等への支援
■ 福祉施設等特別支援金給付事業 p. 1
■ 家畜飼料高騰対策支援事業 p. 1
２．経済・生活面の支援
■ （国給付）子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分） p. 2
■ （国給付）子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分） p. 2
■ 準要保護児童生徒支援金 p. 2
■ （国給付）住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 p. 3
■ 住民税均等割のみ課税世帯くらし応援金 p. 4
■ 学校給食等食材費高騰対策事業 p. 4
３．貸付実行期間、申請期限等の延長 p. 4
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新型コロナウイルス感染症

令和４年７月【第15報】
支援制度のお知らせ支援制度のお知らせ

□家畜飼料高騰対策支援金とは
家畜の飼料価格が上昇しているため、市内で
畜産業を営む個人・法人に支援金を支給するも
のです。
□対象となる方は

市内に住所を有し畜産業を営む個人または、
市内に主たる事業所を有し畜産業を営む法人
□支援金の額は

下記の単価に令和４年７月１日現在の頭羽数
を乗じた金額。ただし、１経営体当たりの助成
額の上限は５０万円。
【支援金単価】　◇肥育牛　４，３００円／頭

◇繁殖牛　１，８００円／頭
◇乳用牛　４，０００円／頭
◇養　豚　１，１００円／頭
◇養　鶏　　　　８０円／羽

□申請期間は
令和４年７月１５日から８月３１日まで
□申請に必要なものは
◇申請書
※対象となる方に送付します。
◇【肥育・繁殖・乳用牛の場合】
農業協同組合等が発行した飼養頭数が確認
できる書類または登録証の写し

【養豚、養鶏の場合】
飼養頭羽数が確認できる書類の写し

◇本人確認書類（保険証、運転免許証等の写し）
※法人の場合は定款または規約の写し

◇振込口座と口座名義が分かる通帳等の写し

家畜飼料高騰対策支援金
を支給します

農林振興部農林畜産課
☎22-1136

１．中小企業者等への支援

３．貸付実行期間、申請期限等の延長

□福祉施設等特別支援金とは
原油価格・物価高騰等に直面する市内の福祉
施設等を運営する事業者に対して、施設ごとに
１対象サービスにつき、１０万円を給付するも
のです。
□対象となる福祉施設等は

市内でサービス事業を行っている障害者福祉
施設、高齢者福祉施設、児童福祉施設

□申請期限は　令和４年９月３０日
□申請方法は

該当する事業者等へ申請書類を郵送しますの
で、各担当課あて提出してください。
□申請に必要なものは
◇申請書
◇振込口座と口座名義がわかる通帳等の写し

福祉施設等特別支援金を
給付します

市民生活部社会福祉課  ☎22-1340
市民生活部介護福祉課  ☎22-1350
市民生活部子育て支援課  ☎22-2360

□学校給食等食材費高騰対策事業とは
コロナ禍における生活物価の高騰に伴い、学
校給食等に使用する食材費についても、高騰の
影響を受けています。
これらの食材費は、学校給食等を利用する児
童・生徒の保護者による負担を原則とするもの
ですが、国の交付金を活用し、食材費高騰分に
ついて保護者に新たな負担を求めることなく、
これまでどおり利用できるようにするものです。
具体的には、下記のとおりです。

（１）市が給食を提供する施設（市立学校、幼稚
園、保育所など）の場合
→国の交付金を市が調達する食材費の
高騰分に充てます。

（２）民間法人が給食を提供する施設（市内の私
立幼稚園、認定こども園、小規模保育事業
所など）の場合
→食材費高騰分に相当する額を、民間法
人に対して支援金として給付します。

□申請等の手続きは
児童・生徒の保護者の方が個別に申請等の手
続きを行う必要はありません。

※この事業は、食材費の高騰に伴う給食費の値上げを抑制するた
めのものであり、保護者の方に支援金を支給するものではあり
ません。

学校給食等食材費高騰対策を
実施します

教育部教育総務課　　  ☎42-3511
教育部学校教育課　　  ☎42-3512
市民生活部子育て支援課  ☎22-2360

貸付実行
期間

農業被害対策支援資金利子
補給金（アグリエール資金
（新型コロナ対策））

農林業災害対策資金利子補給金

生活福祉資金（緊急小口資金）
貸付制度【特例貸付】

生活福祉資金（総合支援資金）
貸付制度【特例貸付】

国民健康保険被保険者に対する
傷病手当金の支給

後期高齢者医療制度の被保険者
に対する傷病手当金の支給

申請期限

適用期間

令和４年
３月３１日まで 農林振興部

農業政策課
☎22-1135

栗原市社会
福祉協議会
事務局　　
☎23-8070

市民生活部
健康推進課
☎22-0370

令和４年
３月１５日まで

令和４年
６月３０日まで

令和２年１月１日
から令和４年６月
３０日までの間に
労務に服すること
ができない期間

令和５年
３月３１日まで

令和５年
３月８日まで

令和４年
８月３１日まで

令和２年１月１日
から令和４年９月
３０日までの間に
労務に服すること
ができない期間

延長項目 支援制度名称 変更前 変更後 問合せ先

□住民税均等割のみ課税世帯くらし応援金とは
下記の「対象となる方」に支援金を支給する
ものです。
□対象となる方は

６月１日において市内に住所を有し、申請日
に引き続き市内に住所を有している、次のいず
れかに該当する世帯。
（１）令和４年度「住民税が均等割のみ課税者」

で構成される世帯
（２）令和４年度「住民税が均等割のみ課税者と

非課税者」で構成される世帯
※「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付
金」を受給した世帯は対象となりません。

□給付金額は　１世帯あたり　５万円
□申請期間は　令和４年９月１日から１１月３０日
□申請に必要なものは
◇申請書（請求書）
※該当と見込まれる世帯には、９月１日から順次申請書を送
付します。

◇本人（代理人）を確認できる書類の写し
◇振込口座と口座名義がわかる通帳等の写し
◇令和４年度住民税の課税証明書または納税通
知書の写し（※令和４年１月２日以降に本市
に転入された方のみ必須）
◆申告など税金に関する問い合わせ先
総務部税務課　☎２２－１１２１

住民税均等割のみ課税される世帯に
くらし応援金を支給します

市民生活部社会福祉課
☎22-1340


